
浄
影
寺
慧
遠
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』「
第
九
仏
身
観
」
に
お
け
る
「
光
明
摂
取
文
」
釈
の
特
殊
性

伊

藤

瑛

梨

〔
抄

録
〕

「
光
明
摂
取
文
」
と
称
さ
れ
る
「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
念
佛
衆
生
攝

取
不
捨
」
は
、『
観
経
』
第
九
観
に
説
示
さ
れ
る
一
文
で
あ
る
。
善
導
は

『
観
経
疏
』
に
お
い
て
、
こ
の
文
を
殊
に
重
視
し
、
念
仏
の
衆
生
は
阿
弥
陀

仏
の
「
光
明
」
に
よ
っ
て
「
摂
取
」
さ
れ
る
と
説
い
た
。
し
か
し
最
古
の

「
観
経
」
釈
と
い
わ
れ
る
浄
影
寺
慧
遠
撰
『
観
経
義
疏
』
は
、
こ
の
文
を

「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」
と
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
と
に
切
り
離
し

て
解
釈
す
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
そ
の
点
に
つ
い
て
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー

ク
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
次
に
な
ぜ
慧
遠
が
こ

の
よ
う
な
分
節
を
し
た
か
を
明
か
す
。
そ
も
そ
も
慧
遠
に
と
っ
て
念
仏
と
は

観
仏
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
が
慈
悲
を
施
し
摂
取
が
な
さ
れ
る

と
考
え
る
。
そ
こ
で
慧
遠
は
「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」
を
、
そ
れ
に
先

立
つ
観
想
の
続
き
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
光
明
を
摂
取
か
ら
切
り
離
し
、
観

想
↓
慈
悲
↓
摂
取
と
い
う
図
式
を
保
持
す
る
た
め
、
上
述
の
如
き
特
殊
な
分

節
を
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
本
稿
で
証
明
し
て
い
く
。

キ
ー
ワ
ー
ド

観
無
量
寿
経
義
疏
、
光
明
摂
取
文
、
慈
悲
、
観
仏
、
結
勧

は
じ
め
に

『
観
無
量
寿
経
』（
以
下
、『
観
経
』
と
略
す
）
第
九
観
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る

箇
所
の
一
つ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
光
明
摂
取
文
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
の
善
導
（
六
一
三
〜
六
八
一
）
が
こ
の
文
を
重
視
し
、『
観
無
量
寿
経
疏
』
に

お
い
て
、
念
仏
す
る
者
は
阿
弥
陀
仏
の
光
明
の
作
用
を
蒙
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の

光
明
に
よ
っ
て
摂
取
さ
れ
る
と
解
釈
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る１

）

。
し
か
し

な
が
ら
、
他
の
諸
師
が
こ
の
文
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
施
し
た
か
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、

そ
の
手
始
め
と
し
て
最
古
の
『
観
経
』
註
釈
書
で
あ
る
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』

（
以
下
、『
義
疏
』
と
略
す
）
を
著
し
た
浄
影
寺
慧
遠
（
以
下
、
慧
遠
と
略
す
）

（
五
二
三
〜
五
九
二
）
が
、
こ
の
一
文
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
検
討
す
る
。
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こ
の
よ
う
な
作
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
導
の
「
光
明
摂
取
文
」
解
釈
の
明

確
な
位
置
づ
け
と
特
色
も
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一

「
第
九
観
」
釈
の
構
成

慧
遠
の
「
光
明
摂
取
文
」
解
釈
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
「
第
九

観
」
釈
の
全
体
構
成
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
慧
遠
は
「
第
九
観
」
釈
の
冒
頭
で
、

一
、
結
前
生
後
（
前
を
結
し
て
後
を
生
ず
）

〔『
観
経
』「
佛
告
阿
難
〜
身
相
光
明
」〕

二
、
廣
辨

想
（
広
く
観
想
を
弁
ず
）〔『

観
経
』「
阿
難
當
知
〜
現
前
授
記
」〕

三
、
是
為
下
結
（
是
為
下
は
結
す
）
〔『
観
経
』「
是
為
徧

〜
名
第
九

」〕

四
、
辨

邪
正
（
観
の
邪
正
を
弁
ず
）〔『

観
経
』「
作
此

者
〜
名
為
邪

」〕

の
四
つ
部
分
か
ら
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
一
、
結
前
生
後
」
で
は
、
結
前

す
な
わ
ち
「
第
八
観
」
釈
を
説
き
終
わ
り
、
す
な
わ
ち
生
後
「
第
九
観
」
釈
に
入

る
こ
と
を
明
か
し
、「
二
、
廣
辨

想
」
で
は
広
く
阿
弥
陀
仏
の
観
想
に
つ
い
て

論
じ
、「
三
、
是
為
下
結
」
で
は
「
第
九
観
」
釈
の
総
結
を
、
そ
し
て
「
四
、
辨

邪
正
」
で
は
観
の
邪
正
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

中
で
も
「
二
、
廣
辨

想
」
は
全
体
の
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
は
さ
ら

に
細
か
く
、

①
廣
辨

相
（
広
く
観
相
を
弁
ず
）〔『

観
経
』「
阿
難
當
知
〜
憶
想
令
心
見
」〕

②
明

利
益
（
観
の
利
益
を
明
か
す
）〔『

観
経
』「
見
此
事
者
〜
無
量
壽
佛
」〕

③
重
辨

義
（
重
ね
て
観
義
（
儀
）
を
弁
ず
）

〔『
観
経
』「

無
量
壽
〜
自
然
當
見
」〕

④
重
辨
利
益
（
重
ね
て
利
益
を
弁
ず
）〔『

観
経
』「
見
無
量
壽
〜
現
前
受
記
」〕

の
四
つ
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
、「
①
廣
辨

相
」
で
は
観
の
対

象
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
身
相
光
明
に
つ
い
て
詳
説
し
、「
②
明

利
益
」
は
観
仏

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
を
明
か
し
、「
③
重
辨

義
」
で
は
重
ね
て
観
相
の
内

容
に
つ
い
て
述
べ
、「
④
重
辨
利
益
」
で
は
、
再
度
「
観
」
の
利
益
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。

さ
て
、
本
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
光
明
摂
取
文
」
解
釈
は
、「
①
廣
辨
観
相
」

の
一
段
に
見
ら
れ
る
の
で
、
ま
ず
「
①
廣
辨
観
相
」
の
内
容
を
さ
ら
に
詳
し
く
図

示
し
、
そ
の
構
成
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。（
表
お
よ
び
本
論
文

中
に
お
い
て
、『
義
疏
』
本
文
に
付
し
た
「

」
内
は
、
慧
遠
が
『
観
経
』
本
文

か
ら
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
。）

二

浄
影
寺
慧
遠
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
「
第
九
仏
身
観
」
に
お
け
る
「
光
明
摂
取
文
」
釈
の
特
殊
性

（
伊
藤
瑛
梨
）



〔
資
料
〕「
①
廣
辨

相
」
本
文

『
義
疏
』
本
文

〔

〕
内
は
、
筆
者
付
説

ⅰ
初
中
先
別
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
已
下
總
以
結
勸
。

前１

中
有

三
。

一

佛
身
色

二
「
佛
身
高
」
下

其
大
小

三
「
於
圓
光
」
下

其
多
少
。

初
段
可

知
。〔
初
段
と
は
、「
一

佛
身
色

」
を
指
す
〕

大
小

中
句
別
有

五
。

〔

大
小
と
は
、「
二
「
佛
身
高
」
下

其
大
小

」
を
指
す
〕

一

身
大
小

高
六
十
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
。

二

毫
相
大
小

如

須
彌
。
須
彌

高
三
百
三
十
六
萬
里

廣
亦
然
。
彼

佛
高
相
過

此
五
倍
。

三
眼
大
小
如

四
大
海
。
准

此
白
毫
及
眼
大
小

以
度

其
身
。
身
量
太
長
准

身
度

其
白
毫
及
眼

其
量
太
小
。
〜
當

亦
是
其
傳
者
謬

矣
。

音
勢
至

身
量
大
小
准

佛
身
量

長
短
未

定
。

四
身
光
大
小
一
一
毛
光
如

須
彌
山
。

『
義
疏
』
科
文

・

佛
身
色

・
「
佛
身
高
」
下

其
大
小

ａ
身
大
小

ｂ
毫
相
大
小

ｃ
眼
大
小

ｄ
身
光
大
小

該
当
相

仏
身
高

眉
間
白
毫

仏
眼

身
諸
毛
光
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五
圓
光
大
小
猶
如

百
億
三
千
世
界
。

就

第
三
段

明

多
少

中
句
別
有

五
。

〔
第
三
段
と
は
、「
三
「
於
圓
光
」
下

其
多
少
。」
を
指
す
〕

一
明

光
中
化
佛
多
少
。
於

圓
光
中

有

其
百
億
那
由
他
恒
河
沙
化
佛
。

二
侍
者
多
少
一
一
化
佛
無
數
菩
薩
以
為

侍
者
。

三
明

相
多
少

有

其
八
萬
四
千
諸
相
。

四
明

好
多
少

彼
一
一
相
各
有

八
萬
四
千
之
好
。

五２

明

光
多
少

於

一
一
好

各
有

八
萬
四
千
光
明
。

上
來
別

。

○Ａ

ⅱ
「
念
佛
衆
生
」
下
總
以
結

勸
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
。」

「
光
明
相
好
及
以
化
身
不
可
具
説
」
結
以
顯

多
。

「
但
當
憶
」
等
是
勸
辭
也
。

此
初
段
畢
。
自
下
第
二
明
其

益
。
…
…
…
…
…

ｅ
圓
光
大
小

・
「
於
圓
光
」
下

其
多
少

ａ
化
仏
多
少

ｂ
侍
者
多
少

ｃ
相
多
少

ｄ
好
多
少

ｅ
光
多
少

円
光

円
光

円
光

阿
弥
陀
仏
相

阿
弥
陀
仏
相

阿
弥
陀
仏
相

※

別
観
は
、
阿
弥
陀
仏
観
を
指
す
。（『
義
疏
』
序
文
よ
り
）

※
『
義
疏
』
本
文
に
付
し
た
「

」
内
は
、『
観
経
』
の
文
で
あ
る
。

四

浄
影
寺
慧
遠
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
「
第
九
仏
身
観
」
に
お
け
る
「
光
明
摂
取
文
」
釈
の
特
殊
性

（
伊
藤
瑛
梨
）



二

「
光
明
摂
取
文
」
釈
の
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク

「
①
廣
辨
観
相
」
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
観
の
対
象
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
身
相

光
明
に
つ
い
て
論
じ
る
章
で
あ
る
。
そ
の
最
初
で
、

ⅰ
初
中
先
別
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
已
下
總
以
結
勸
。

と
述
べ
、
ま
ず
「
初
中
先
別
」
と
あ
る
よ
う
に
段
落
分
け
を
行
う
。
つ
ま
り
「
念

佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
の
文
を
境
に
し
て
「
①
廣
辨
観
相
」
の
内
容
を
大
き
く
二
分

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
半
部
分
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、

「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
以
下
の
後
半
部
分
が
〔
結
勧
〕
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の

み
で
あ
る
。

そ
し
て
続
い
て
「
①
廣
辨
観
相
」
の
本
題
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
諸
相
の
解
説
に

入
る
。
慧
遠
は
諸
相
を
、
傍
線
部
１
の
よ
う
に
色
・
大
小
・
多
少
に
分
類
し
、
特

に
大
小
を
身
・
毫
相
・
眼
・
身
光
・
円
光
の
五
つ
に
、
多
少
を
化
仏
・
侍
者
・

相
・
好
・
光
の
五
つ
に
分
け
、
そ
の
一
々
に
釈
義
を
加
え
て
い
る
。

そ
し
て
諸
相
を
説
き
終
わ
っ
た
後
に
、
○Ａ
の
囲
み
部
分
が
説
か
れ
る
。

ⅱ
「
念
佛
衆
生
」
下
總
以
結

勸
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
。」

こ
の
よ
う
に
ⅰ
の
文
に
類
似
し
た
文
が
再
度
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

「
光
明
相
好
及
以
化
身
不
可
具
説
」
結
以
顯

多
。「
但
當
憶
」
等
是
勸
辭
也
。

此
初
段
畢
。

と
い
う
よ
う
に
「
光
明
相
好
及
以
化
身
不
可
具
説
。」
と
「
但
當
憶
想
令
心
眼

見
。」
と
い
う
一
連
の
文
に
註
釈
を
付
し
、「
①
廣
辨
観
相
」
を
締
め
括
る
の
で
あ

る
。さ

て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
○Ａ
の
囲
み
部
分
の
理
解
で
あ
る
。
こ
の
部
分

は
、
そ
の
文
意
が
甚
だ
不
明
確
で
あ
る
。

特
に
文
意
が
把
握
し
づ
ら
い
の
が
、
ⅱ
の
文
で
あ
り
、
こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る

と
「「
念
佛
衆
生
」
よ
り
以
降
は
、
す
べ
て
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
を
結
勧
す

る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
意
味
不
明
な
文
に
な
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
起
こ
る
の
か
と
い
う
な
ら
ば
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
不
備
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
○Ａ
の
囲
み
部
分
の
文
の
構
成
を
分
析
し
、
本
来
こ
の
箇

所
は
ど
の
よ
う
に
読
み
、
理
解
す
べ
き
か
を
検
討
し
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
文
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず
「
結
勧
」

と
い
う
術
語
の
意
味
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
「
結
勧
」
と
い
う
語
は

ⅰ
の
文
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
「
結
勧
」
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
様
々
な
経
疏
に
見
ら
れ
る
術
語

で
、
慧
遠
は
特
に
『
維
摩
経
義
記
』
で
多
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
普
遍
的
に

用
い
ら
れ
る
術
語
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
こ
の
術
語

を
掲
載
す
る
仏
教
語
辞
典
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
意
味
・
用
法
を
知

る
に
は
、
実
際
の
用
例
検
討
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
「
結
勧
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
窺
基
が
『
阿
弥
陀
経
通

疏
』

下

（『
正
蔵
』
三
七
、
三
四
六
頁
、
上
段
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
を
行
っ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

經
云
「
是
故

利
弗
汝
等
皆
當
信
受
我
語
及
諸
佛
所
説２

）

」。

曰
。
此
第
三

結
勸
也
。
是
故
者
結

上
之
詞
。
皆
當
等
者
勸
勵
之
語
。
汝
等
信

我
上
來
所

説
及
六
方
諸
佛
之
言

〔
訳
〕
経
に
云
く
「
こ
の
故
に

利
弗
、
汝
等
皆
、
ま
さ
に
我
が
語
、
お
よ

五
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び
諸
佛
の
所
説
を
信
受
す
べ
し
」。
賛
じ
て
曰
く
、
こ
れ
は
、
第
三
結

勧
な
り
。「
こ
の
故
に
」
と
は
、
上
を
結
ぶ
詞
な
り
。「
皆
、
ま
さ
に
」

等
は
勧
勵
の
語
な
り
。
汝
等
、
わ
が
上
来
の
所
説
及
び
六
方
諸
仏
の

言
を
信
ず
べ
し
。

こ
れ
に
よ
る
と
「
結
勧
」
と
は
、
対
象
と
な
る
引
用
文
等
を
も
っ
て
、
そ
れ
以
前

の
部
分
を
結
ぶ
と
共
に
、
そ
の
内
容
を
第
三
者
に
勧
め
る
意
味
で
あ
る
と
い
う
。

次
に
そ
の
具
体
的
用
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
結
勧
」
の
用
法
は
、
大
き
く

以
下
の
よ
う
な
四
つ
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
る３

）

。

①
科
文
題
目

〔
例
〕
第
二
勸

修
二
種
淨
因
。
就

中
有

四
。
一
勸

發
願
。
二
明

修
因
。
三
示

受
果
。
四
結
勸

（
第
二
、
二
種
浄
因
を
勧
修
す
。
中
に
就
い
て
、
四
有
り
。
二
、
修
因
を
明

か
す
。
三
、
受
果
を
示
す
。
四
、
結
勧
す
。）

〔
元
暁
撰
『
阿
弥
陀
経
疏
』（『
正
蔵
』
三
七
、
三
四
九
頁
、
下
段
）〕

②
「
結
勧
」
＋
目
的
語
〔
名
詞
〕（
※
目
的
語
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
引
用
文
が

勧
め
る
具
体
的
な
行
為
を
示
す
。）

〔
例
〕

曰
。
此
即
第
三
結

勸
修
学

（
讃
じ
て
曰
く
、
こ
れ
す
な
わ
ち
第
三
に
修
学
を
結
勧
す
。）

〔
大
慈
恩
寺
沙
門
基
撰
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
般
若
理
趣
分
述

』
巻
第

二
（『
正
蔵
』
三
三
、
四
九
頁
、
上
段
）〕

③
引
用
文
＋
「
結
勧
」

〔
例
１
〕
次
「
若
諸
衆
生４

）

」
下
結
勸
。

（
次
に
「
も
し
諸
の
衆
生
」
下
、
結
勧
な
り
。）

〔
章
安
頂
法
師
撰
『
大
般
涅
槃
経
疏
』
巻
第
二
七
「
師
子
吼
品
之
六
」

（『
正
蔵
』
三
八
、
一
九
二
頁
、
中
段
）〕

〔
例
２
〕
四
「
有

疾
菩
薩
應
如

是

諸
法５

）

」
下
總
以
結
勸６

）

（
四
、「
疾
有
る
菩
薩
は
、
ま
さ
に
か
く
の
如
く
、
諸
法
を
観
ず
べ
し
」
下
、

総
じ
て
以
て
結
勧
す
。）

〔
慧
遠
撰
『
維
摩
経
義
記
』
巻
三
（『
正
蔵
』
三
八
、
四
七
三
頁
、
中

段
）〕

④
引
用
文
＋
「
結
勧
」＋
目
的
語
〔
名
詞
〕（
※
②
と
③
の
複
合
形
）

〔
例
〕
三
「
是
故
應
當
一
心
念７

）

」
下
結

勸

察
。

（
三
、「
こ
の
故
に
正
に
一
心
に
念
」
よ
り
下
、
観
察
を
結
勧
す
。）

〔
慧
遠
撰
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
末
、
第
八
像
観
（『
正
蔵
』
三
七
、
一

八
〇
頁
、
上
段
）〕

以
上
が
「
結
勧
」
の
意
味
と
そ
の
用
例
で
あ
る
。
慧
遠
は
、
用
法
③
及
び
④
を
よ

く
用
い
る
。
特
に
、
用
法
③
〔
例
２
〕
に
見
ら
れ
る
「
總
以
結
勸
」
の
形
式
は
、

慧
遠
の
著
書
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

さ
て
、
今
回
問
題
と
な
っ
て
い
る
ⅱ
の
文
は
、
刊
本
の
読
み
に
基
づ
く
と
「
引

用
文
」
＋
「
結
勧
」
＋
「
引
用
文
」
と
な
り
、「
結
勧
」
の
後
に
目
的
語
と
し
て

「
引
用
文
」
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
見
す
る
と
用
法
④
の
形
式
に
類
似
し
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
「
結
勧
」
が
「
引
用
文
」
を
目
的
語
と
し
て

取
る
用
法
は
、
他
の
経
疏
は
も
と
よ
り
慧
遠
の
著
作
中
に
も
一
切
見
ら
れ
な
い
。

要
す
る
に
、「
結
勧
」
＋
「
引
用
文
」
と
い
う
用
法
は
有
り
得
な
い
も
の
と
い
え

る
。
以
上
の
よ
う
な
「
結
勧
」
の
用
例
検
討
か
ら
す
る
と
、
ⅱ
の
文
の
分
節
そ
の

も
の
が
間
違
い
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

六

浄
影
寺
慧
遠
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
「
第
九
仏
身
観
」
に
お
け
る
「
光
明
摂
取
文
」
釈
の
特
殊
性

（
伊
藤
瑛
梨
）



で
は
、
ⅱ
の
文
は
ど
う
読
む
べ
き
な
の
か
と
い
う
と
、
引
用
文
で
あ
る
「
念
佛

衆
生
攝
取
不
捨
」
の
前
で
切
っ
て
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
刊
本
の
読
み
と
本
来
あ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
読
み
を
並
記
す
る
と
以
下
の
よ

う
に
な
る
。

〔
刊
本
の
読
み
〕

ⅱ
「
念
佛
衆
生
」
下
總
以
結
勸
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
。」
╱
「
其
光
明
相

好
及
與
以
化
身
不
可
具
説
」
結
以
顯
多
。

（「
念
佛
衆
生
」
下
、
総
じ
て
以
て
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
を
結
勧
す
。

╱
「
其
光
明
相
好
及
與
以
化
身
不
可
具
説
」
結
し
て
以
て
多
を
顕
す
。）

〔
本
来
あ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
読
み
〕

ⅱ
「
念
佛
衆
生
」
下
總
以
結
勸
。
╱
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
。
其
光
明
相
好

及
與
以
化
身
不
可
具
説
」
結
以
顯

多
。

（「
念
佛
衆
生
」
下
、
総
じ
て
以
て
結
勧
す
。
╱
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
。

其
光
明
相
好
及
與
以
化
身
不
可
具
説
」
結
し
て
以
て
多
を
顕
す
。）

こ
の
よ
う
に
分
節
す
る
と
、
こ
の
ⅱ
の
文
は
前
掲
し
た
〔「
結
勧
」
の
用
法
〕
の

③
〔
例
２
〕
と
全
く
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
本
来
こ
の
一
文
は

「「
念
仏
衆
生
」
よ
り
以
下
の
文
が
総
じ
て
結
勧
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
「
①
廣
辨
観
相
」
の
一
段
の
前
後
に
配
置
さ
れ
て

い
る
ⅰ
と
ⅱ
の
文
は
対
応
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
自
然
な
理
解
が
可
能
と
な
る
。

つ
ま
り
、
ⅱ
の
文
も
ⅰ
の
文
と
同
じ
く
「
①
廣
辨
観
相
」
に
相
当
す
る
「
第
九
真

身
観
」
の
一
段
が
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
を
境
に
し
て
二
分
さ
れ
、「
念
佛
衆

生
攝
取
不
捨
」
以
降
の
文
が
〔
結
勧
〕
で
あ
る
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
分
節
し
た
結
果
、「
結
勧
」
の
後
の

文
章
の
文
意
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
よ
っ
て
非
常
に
自
然
な
分
節
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
検
討
を
受
け
て
、
改
め
て
「
①
廣
辨
観
相
」
に
相
当
す
る
「
第

九
仏
身
観
」
の
一
段
の
全
体
構
成
を
見
て
い
く
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
ま
ず
慧
遠
は
、「
①
廣
辨
観
相
」
に
相
当
す
る
「
第
九
仏
身
観
」
の
一
段

を
「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」
以
前
と
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
以
降
に
区
切

る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
半
部
分
を
〔
結
勧
〕
と
す
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ

る
が
、
一
方
の
前
半
部
分
は
そ
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
ま
た
ⅱ
の
文
の
直
前
で

「
上
來
別

。」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
〔
別
観
（
阿
弥
陀
仏
観
）〕
と

み
な
し
て
い
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
「
①
廣
辨
観
相
」
に
相
当
す
る
「
第
九
仏

身
観
」
の
一
段
が
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
を
境
に
し
て
二
分
さ
れ
、
そ
れ
よ
り

以
前
を
〔
別
観
〕、「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
以
降
を
〔
結
勧
〕
と
捉
え
て
い
た
こ

と
に
な
る８

）

。

こ
の
よ
う
に
、
慧
遠
は
明
ら
か
に
「
第
九
観
」
の
主
要
部
分
で
あ
る
「
光
明
摂

取
文
」
の
一
文
を
「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」
と
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
の

間
で
切
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
善
導
の
理
解
と
比
べ
て
明
ら
か

に
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
、
ひ
い
て
は
『
観
経
』
の
自
然
な
理
解
か
ら
も
逸
れ
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
で
は
な
ぜ
慧
遠
は
こ
の
よ
う
な
理
解
を
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
次
節
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三

「
光
明
摂
取
文
」
釈
の
特
殊
性
と
意
図
す
る
と
こ
ろ

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
『
観
経
』
の
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
前
後
の
文

は
、「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
、
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
。
╱
光
明
相
好
…
」
と

七
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分
節
す
る
の
が
自
然
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慧
遠
は
「
一
一
光
明
徧

照
十
方
世
界
」
と
「
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
。」
の
間
で
分
節
し
て
い
た
。
こ
の
分

節
の
仕
方
は
や
は
り
特
異
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
慧
遠
は

自
然
な
読
み
方
に
反
し
て
、
独
自
の
分
節
を
施
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
慧
遠

が
、
光
明
を
観
相
の
一
部
と
見
な
し
、
光
明
に
あ
え
て
「
摂
取
」
の
働
き
を
持
た

せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

慧
遠
は
本
疏
の
冒
頭
部
で
、『
観
経
』
を
解
釈
す
る
た
め
の
五
つ
の
要
旨
（
五

要
）
を
挙
げ
る
の
だ
が
、
そ
の
第
三
に
お
い
て
「
此
經

佛
三
昧
為
宗
」
と
い
っ

て
、「『
観
経
』
は
観
仏
三
昧
を
宗
と
す
る
」
こ
と
を
明
言
し
て
い
る９

）

。
ま
た
、
こ

の
五
要
の
後
に
挙
げ
ら
れ
る
経
題
解
釈
に
お
い
て
「
繫
念
思
察
説
以
為

。
無

量
壽
者
是
所

佛10
）

。」
と
述
べ
、
阿
弥
陀
仏
は
所
観
（
観
の
対
象
）
で
あ
る
と
し

た
上
で
、「
観
仏
」
の
実
践
内
容
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
経
典
名

に
つ
い
て
、

問
曰
此
經
非

直

佛
亦

刹
土

音
勢
至
九
品
生
等
。
何
故
偏
名

無

量
壽
。

す
な
わ
ち
「『
観
経
』
は
、
仏
を
観
ず
る
〔
こ
と
を
説
く
〕
だ
け
で
は
な
く
、
極

楽
国
土
、
観
音
お
よ
び
勢
至
菩
薩
、
九
品
往
生
な
ど
も
観
ず
る
〔
こ
と
を
説
い
て

い
る
〕。〔
そ
れ
な
の
に
〕
な
ぜ
、〔
本
経
を
〕
観
無
量
寿
と
名
付
け
る
の
か
。」
と

い
う
疑
問
に
対
し
慧
遠
は
、

佛
為

主
故
偏

之
。
又
復
諸
事
不

可

具
名

且

佛11
）

。

「
観
仏
を
主
と
す
る
か
ら
、
観
仏
の
名
の
み
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。」
と
答
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
慧
遠
は
序
文
に
お
い
て
、『
観
経
』
は
観
仏
に
徹
し
て
い
る
と
い

う
考
え
方
を
全
面
に
打
ち
出
す
の
で
あ
る
。

ま
た
慧
遠
は
「
第
九
観
」
釈
だ
け
で
な
く
、「
十
三
観
」
釈
全
体
を
通
し
て
、

「
観
察
を
勧
む
（
観
察
せ
し
む
）」「
観
の
利
益
」
と
い
う
表
現
を
し
ば
し
ば
用
い

て
い
る12

）

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
慧
遠
の
意
図
は
、
単
に
観
想
を
解
説
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
衆
生
を
し
て
（
積
極
的
）
に
観
仏
を
行
ぜ
し
む
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
本
疏
の
特
色
か
ら
す
る
と
、
本
疏
の
中
心
部
分
で
あ
る

「
第
九
仏
身
観
」
も
、
当
然
「
観
仏
」
こ
そ
が
、
そ
の
意
趣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
慧
遠
の
「
第
九
観
」
理
解
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
観
の
対
象

と
な
り
え
る
要
素
は
で
き
る
限
り
観
の
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
『
観
経
』「
第
九
観
」
は
そ
の
冒
頭
の
「
次

當
更

無

量
壽
佛
身
相
光
明

」
と
い
う
一
文
か
ら
分
か
る
通
り
阿
弥
陀
仏
の
「
身
相
」
と

「
光
明
」
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
慧
遠
は
光
明
に
関
し
て
「
身
光
の
大
小
」「
円
光

の
大
小
」「
光
の
多
少
」
と
い
っ
た
言
葉
を
用
い
て
「
光
明
」
も
観
想
の
対
象
と

位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
か
ら
す
る
と
、「
一
一
光
明
徧

照
十
方
世
界
」
も
、「
光
明
」
そ
の
も
の
を
説
く
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
光
明

の
属
性
を
表
現
す
る
文
と
理
解
可
能
な
の
で
、
観
の
対
象
に
含
み
込
ま
せ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、「
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
以
降
は
さ
す
が
に
観
相
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
無
理
な
た
め
、
こ
こ
で
区
切
っ
て
「
一
一
光

明
徧
照
十
方
世
界
」
以
前
を
〔
別
観
〕、「
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
以
下
を
〔
結

勧
〕
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
位
置
で
区
切
る
こ
と
は
慧
遠
に
と
っ
て
も
う
一
つ
大
き
な
意
味
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」
と
「
念
佛
衆
生
攝

取
不
捨
」
を
あ
え
て
切
り
離
す
こ
と
に
よ
り
、「
光
明
」
と
「
摂
取
」
は
無
関
係

で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
「
光

八

浄
影
寺
慧
遠
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
「
第
九
仏
身
観
」
に
お
け
る
「
光
明
摂
取
文
」
釈
の
特
殊
性

（
伊
藤
瑛
梨
）



明
摂
取
文
」
を
切
り
離
す
こ
と
な
く
本
来
の
読
み
方
通
り
に
一
連
の
文
と
し
た
場

合
、
善
導
の
解
釈
の
よ
う
に
「
光
明
」
に
よ
っ
て
「
摂
取
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
註
１
参
照
）。
観
を
強
調
す
る
慧
遠
の
理
解
が
、
こ
こ
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
第
九
仏
身
観
」
に
お
い
て
慧
遠
が
重
視

す
る
の
は
観
仏
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
慧
遠
の
解
釈
か
ら
す
る
と
、
結
文
と
さ
れ

る
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
も
「
観
仏
を
行
ず
る
者
を
摂
取
し
て
捨
て
ず
」
と
解

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
慧
遠
に
よ
る
と
、
そ
の
観
想
念
仏
者
を

「
摂
取
」
す
る
の
は
「
光
明
」
で
は
な
く
、「
観
（
仏
）
に
よ
る
利
益
」
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
慧
遠
が
そ
の
次
に
挙
げ
る
「
②
明

利
益
」
か
ら
伺
い
知
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
の
一
段
は
そ
の
名
の
通
り
、
観
に
よ
る
利
益
を
明
か
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

慧
遠
は
こ
こ
で
『
観
経
』
の
、

以

佛
身
故
亦
見
佛
心
。
諸
佛
心
者
大
慈
悲
是
。
以

無
縁
慈

攝

諸
衆
生13

）

。

「
仏
身
を
観
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〔
念
仏
三
昧
を
得
て
〕、
ま
た
仏
心
を
見
る
〔
こ

と
が
で
き
る
〕。
仏
心
と
は
、
大
慈
悲
〔
心
〕
で
あ
る
。
無
縁
の
慈
悲
〔
心
〕
に

よ
っ
て
、
諸
の
衆
生
を
摂
取
す
る
。」
と
い
う
無
縁
慈
摂
取
の
文
に
つ
い
て
、

一
明

見

身
即
見

佛
心
。
身
由

心
起

故
得

見

身
即
得

見

心
。
又
由

見

身
心
想
轉
明
故
得

見

心
。
二
「
佛
心
者
大
慈
悲
」
下
辨

佛
心
相

。

謂
無
縁
慈
普
攝

衆
生14

）

。

「
一
つ
に
〔
仏
〕
身
を
見
る
こ
と
は
、
仏
心
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
身
は
心
〔
の

は
た
ら
き
〕
に
よ
っ
て
生
じ
る
（
現
れ
る
）。
だ
か
ら
、〔
仏
〕
身
を
見
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、〔
仏
の
〕
心
想
（
心
の
は
た
ら
き
）
を
よ
り
明
確
に
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
故
に
、〔
仏
身
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、〕
仏
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
二
つ
に
「
佛
心
者
大
慈
悲
」
以
下
の
文
は
、
仏
心
相
を
説
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
〔
仏
の
〕
無
縁
の
慈
悲
心
に
よ
っ
て
、
あ
ま
ね
く
衆
生
を
摂
取
す
る
の

で
あ
る
。」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
慧
遠
は
、
観
仏
を
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏

心
の
は
た
ら
き
（
慈
悲
心
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
そ
の
慈
悲
心
に
よ
っ

て
衆
生
が
摂
取
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る15

）

。

こ
の
よ
う
に
「
観
仏
」
↓
「
仏
の
慈
悲
心
」
↓
「
摂
取
の
益
」
と
い
う
こ
と
を

主
張
す
る
慧
遠
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
光
明
の
作
用
に
よ
っ
て
衆
生
が
「
攝
取
不

捨
」
さ
れ
る
と
す
る
と
、「
攝
取
不
捨
」
の
直
接
的
原
因
は
光
明
と
い
う
こ
と
に

な
り
、「
観
仏
」
に
よ
っ
て
こ
そ
「
摂
取
」
が
あ
り
え
る
と
い
う
慧
遠
の
主
張
が

不
明
確
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
慧
遠
は
そ
の
よ
う
な
理
解
を
明
確
に
打
ち
出
す

た
め
に
、「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」
と
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
を
切
り
離

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
光
明
」（
お
よ
び
「
光
明
」
が
照
ら
す
範
囲
）
は
、
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
あ
く
ま
で
観
の
対
象
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し

「
光
明
」
は
「
摂
取
」
の
主
体
と
し
て
は
お
ろ
か
、
そ
の
観
の
対
象
と
し
て
さ
え

重
視
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、〔
別
観
〕
に
お
い
て
観
の
対
象

で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
諸
相
が
詳
説
さ
れ
る
中
、
他
相
に
比
べ
「
光
明
」
に
関
す
る

記
述
が
著
し
く
乏
し
い
点
か
ら
分
か
る
。
慧
遠
は
「
第
九
観
」
に
説
示
さ
れ
る
阿

弥
陀
仏
の
身
相
光
明
を
大
き
く
色
・
大
小
・
多
少
の
三
つ
に
分
け
、
釈
義
を
加
え

て
い
る
。
そ
の
中
で
も
「
眼
の
大
小
」
は
、
眼
と
白
毫
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
身
長

を
測
る
と
し
て
数
値
を
挙
げ
細
か
く
分
析
し
て
お
り
、
阿
弥
陀
仏
の
身
相
光
明
を

語
る
中
で
最
も
具
体
的
、
且
つ
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し

九
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て
、
身
光
・
円
光
に
関
す
る
記
述
は
至
っ
て
簡
略
で
、
何
れ
も
『
観
経
』
の
本
文

を
引
用
す
る
に
留
ま
り
、
私
釈
な
ど
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
上
、「
光

明
摂
取
文
」
の
前
半
部
分
で
あ
る
「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」
に
つ
い
て
は
、

私
釈
は
お
ろ
か
、
引
用
さ
え
さ
れ
な
い
。
慧
遠
は
特
に
「
第
九
観
」
釈
に
お
い
て

は
大
半
の
経
文
に
つ
い
て
随
文
解
釈
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
事
実
と
比
較
す

る
と
、
引
用
さ
え
し
な
い
の
は
相
当
に
特
異
な
こ
と
と
い
え
る16

）

。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
光
明
」
に
対
す
る
慧
遠
の
姿
勢
は
、「
第
九
観
」
釈
だ

け
に
留
ま
ら
な
い
。『
義
疏
』
の
序
文
に
お
い
て
説
示
さ
れ
る
名
号
論
に
お
い
て

も
、
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。

佛
名
號
有

通
有

別
。
如
來
應
供
正
遍
知
等
是
其
通
號
。
釋
迦
彌
勒
阿
男
佛

等
是
其
別
號
。
別
中
立

名
乃
有

多
種
。
或
從

種
姓

（
略
）
或
就

光
明

如

妙
光
佛
普
明
佛
等

（
略
）
或
從

壽
命
。
今
此
所

從

壽
為

名17
）

。

名
号
に
は
通
と
別
が
あ
り
、
別
号
を
挙
げ
る
と
多
様
で
、
仏
の
性
質
の
系
統
に
よ

っ
て
名
が
あ
る
と
し
、
阿
弥
陀
仏
は
「
無
量
寿
」
の
名
の
通
り
、
寿
命
に
よ
っ
て

こ
の
名
が
成
立
し
て
い
る
と
説
く
。
し
か
し
光
明
に
類
す
る
仏
に
は
、
妙
光
仏
・

普
明
仏
と
い
っ
た
他
仏
の
名
を
列
挙
し
て
お
り
、
阿
弥
陀
仏
と
「
光
明
」
の
関
係

性
を
示
す
記
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
本
疏
か
ら
は
、
基
本
的
に

「
光
明
」
を
重
視
す
る
態
度
は
見
受
け
ら
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
検
討
か
ら
分
か
る
通
り
、「
光
明
」
に
ほ
と
ん
ど
重
要
性
を
認
め
て
い

な
か
っ
た
慧
遠
に
と
っ
て
は
、「
光
明
」
は
観
の
対
象
と
し
て
も
二
次
的
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
慧
遠
は
「
光
明
」
に
「
摂
取
」
と
い
う
特
別
な
は
た
ら
き
を

論
じ
て
い
な
い
。
当
然
、
慧
遠
の
理
解
に
お
い
て
は
「
光
明
」
に
よ
る
「
摂
取
」

は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
慧
遠
の
「
光
明
摂
取
文
」
解
釈
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
ま
ず
刊
本
の

テ
キ
ス
ト
の
不
自
然
な
点
を
挙
げ
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
行
っ
た
上
で
、
慧

遠
は
「
光
明
摂
取
文
」
の
一
文
を
「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」
と
「
念
佛
衆
生

攝
取
不
捨
」
の
間
で
区
切
る
と
い
う
独
自
の
分
節
を
施
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
そ
し
て
そ
の
上
で
慧
遠
が
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
分
節
を
し
た
意
図
は
、「
光

明
」
を
あ
く
ま
で
観
の
対
象
と
し
て
捉
え
、「
光
明
」
と
「
摂
取
」
は
全
く
関
係

性
が
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
と
推
測
し
た
。

そ
も
そ
も
慧
遠
は
「
第
九
観
」
釈
に
お
い
て
、
観
仏
を
行
ず
る
こ
と
を
説
き
勧

め
、
さ
ら
に
そ
の
利
益
を
得
る
こ
と
を
旨
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の

利
益
に
つ
い
て
慧
遠
は
、
観
仏
が
成
就
す
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
の
慈
悲
心
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
、
そ
の
慈
悲
心
に
よ
っ
て
衆
生
が
「
摂
取
」
さ
れ
る
と
説
く
。

そ
の
一
方
で
、
慧
遠
に
は
「
第
九
観
」
釈
だ
け
で
な
く
本
疏
全
体
を
通
し
て
阿
弥

陀
仏
の
「
光
明
」
を
軽
視
す
る
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
観
仏
」
重
視
、

「
光
明
」
軽
視
の
立
場
に
立
つ
慧
遠
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も

「
光
明
」
に
よ
る
「
摂
取
」
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
る
可
能
性
は
排
除
し
た
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
「
光
明
摂
取
文
」
を
あ
え
て
不
自
然
な
箇
所
で
分
節
し
た

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

１
）
善
導
は
『
観
経
疏
』（
玄
義
分
）
に
お
い
て
、「
光
明
摂
取
文
」
に
対
し
、
以
下

の
よ
う
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

五
從

無
量
壽
佛

下
至

攝
取
不
捨

已
來
正

明

身
別
相

光
益

有
縁

即

一
〇

浄
影
寺
慧
遠
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
「
第
九
仏
身
観
」
に
お
け
る
「
光
明
摂
取
文
」
釈
の
特
殊
性

（
伊
藤
瑛
梨
）



有
其
五
（
略
）
四
明

光
照
遠
近

五
明

光
所

及
處
偏
蒙

攝
益

〔
以
下
、

三
縁
釈
へ
続
く
〕（
正
蔵
三
七
、
二
六
七
頁
）

阿
弥
陀
仏
の
身
相
光
明
、
特
に
八
万
四
千
の
相
か
ら
光
明
摂
取
の
文
ま
で
を
阿

弥
陀
仏
の
別
相
、
即
ち
特
別
な
相
と
し
、『
観
経
』
は
阿
弥
陀
仏
の
光
明
が
有
縁

の
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
一
一

光
明
徧
照
十
方
世
界
」
は
光
照
の
届
く
範
囲
を
、「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
は
光

の
及
ぶ
所
の
者
は
、
偏
に
摂
益
を
蒙
る
こ
と
を
示
す
文
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

2
）『
阿
弥
陀
経
通

疏
』
に
お
い
て
窺
基
は
、〔
結
勧
〕
の
対
象
と
な
る
引
用
文
を

以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
窺
基
は
『
阿
弥
陀
経
』
よ
り
、「

結是
故

利
弗

汝
等
皆

勧是
當
信
受
我
語
及
諸
佛
所
説
。〔『
阿
弥
陀
経
』（『
正
蔵
』
一
二
、
三
四

八
頁
、
上
段
）〕」
を
引
用
、
こ
の
文
を
〔
結
勧
〕
に
相
当
す
る
文
と
説
く
。
さ

ら
に
「
是
故
」
を
結
、「
皆
當
」
以
降
を
勧
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ

う
に
、
対
象
の
引
用
文
を
明
確
に
「
結
」
と
「
勧
」
に
分
類
す
る
論
疏
は
少
な

い
。

（
3
）
他
論
疏
に
お
け
る
「
結
勧
」
の
用
例
の
一
部
を
挙
げ
る
。
ま
た
「
結
勧
」
が
見

ら
れ
る
論
疏
が
多
数
に
上
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
短
文
で
分
か
り
や
す
い
用

例
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

①
二
結
勸
中
初
正
勸
。
衆
生
聞
者
通
指
末
代
聞
上
所
説
。
勸
令
發
願
。〔
元
照
撰

『
阿
弥
陀
経
義
疏
』（『
正
蔵
』
三
七
、
三
六
一
頁
、
中
段
）〕、
初
勸
發
願
。
二
勸

立
行
。
三
總
結
勸
。〔

益
智
旭
解
『
阿
彌
陀
經
要
解
』（『
正
蔵
』
三
七
、
三
七

〇
頁
、
下
段
）〕

②
三
結
勸
真
修
。〔
子

集
『
首

厳
義
疏
注
経
』
第
四
之
二
（『
正
蔵
』
三
九
、

八
三
三
頁
、
上
段
）〕、
求
清
淨
福
自
當
奉
行
結
勸
修
學
。〔
慧
遠
撰
『
温
室
経
義

記
』（『
正
蔵
』
三
九
、
五
一
六
頁
、
上
段
）〕

③
三
「
是
菩
薩
」
下
結
勸
。〔
法
蔵
撰
『
華
厳
経
探
玄
記
』
第
十
四
（『
正
蔵
』
三

五
、
三
六
〇
頁
、
中
段
）〕、「
誰
聞
」
下
結
勸
也
。〔
湛
然
撰
『
法
華
文
句
記
』

第
十
（『
正
蔵
』
三
四
、
三
四
四
頁
、
中
段
）〕

④
三
「
於
如
來
」
下
。
結
勸
廣
學
。〔
澄
観
撰
『
大
方
廣
佛
華
厳
経
疏
』
巻
第
十
九

（『
正
蔵
』
三
五
、
六
四
〇
頁
、
中
段
）〕、「
然
後

」
下
結
勸
宣

。〔
慧
遠
撰

『
維
摩
義
記
』
第
二
（『
正
蔵
』
三
八
、
四
四
四
頁
、
下
段
）〕

4
）
善
男
子
。「
若
諸
衆
生
」
了
佛
性
者
則
不
須
修
道
。

〔『
大
般
涅
槃
経
』
巻
第
三
十
「
師
子
吼
菩
薩
品
之
六
」（『
正
蔵
』
一
二
、
八

〇
三
頁
、
上
段
）〕

5
）『
維
摩
詰
所
説
経
』
巻
中
「
文
殊
師
利
問
疾
品
第
五
」（『
正
蔵
』
一
四
、
四
五
四

頁
、
中
段
）

6
）
慧
遠
は
、『
涅
槃
義
記
』
巻
第
二
（『
正
蔵
』
三
七
）・『
維
摩
義
記
』
第
二
（『
正

蔵
』
三
八
）
で
も
「
總
以
結
勸
」
を
用
い
て
い
る
。

7
）『
観
無
量
寿
経
』（『
正
蔵
』
三
七
、
三
四
三
頁
、
上
段
）

8
）
こ
の
〔
結
勧
〕
を
、
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
註
２

で
も
触
れ
た
が
〔
結
勧
〕
は
、〔
結
〕
と
〔
勧
〕
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
〔
結
〕

に
相
当
す
る
経
文
と
そ
の
釈
は
、「「
念
佛
衆
生
攝
取
不

捨
。
其
光
明
相
好
及
與

以
化
身
不

可

具
説

」
結
以
顯

多
。」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
〔
結
〕
は
、

趣
旨
の
異
な
る
二
つ
の
引
用
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

観
（
仏
）
に
よ
る
利
益
を
示
す
「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
と
光
明
・
相
好
と
い

っ
た
仏
身
相
に
関
す
る
「
其
光
明
相
好
及
與
以
化
身
不
可
具
説
」
か
ら
成
っ
て

お
り
、
慧
遠
は
前
者
を
も
っ
て
「
結
し
て
」、
後
者
を
も
っ
て
「
多
を
顕
す
」
と

解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
後
者
は
わ
ざ
わ
ざ
「
結
」
と
し
て
改

め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
一
文
な
の
で
、
こ
れ
を
「
結
」
と
す
る
の
は
い
さ
さ

か
不
自
然
な
感
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、「
①
廣
辨

相
」
は
衆
生
に
利
益
を
得
せ

し
め
さ
せ
る
た
め
に
観
仏
を
説
く
こ
と
か
ら
、〔
結
〕
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
引
用

文
は
、
観
仏
の
結
果
を
示
す
「〔
観
想
〕
念
仏
を
行
う
衆
生
を
摂
取
（
利
益
）
し

て
捨
て
ず
」
の
み
で
充
分
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
随
文
解
釈
を
基
本

と
す
る
慧
遠
と
し
て
は
「
阿
弥
陀
仏
の
光
明
・
相
好
・
化
身
を
具
に
説
く
こ
と

が
で
き
な
い
」
の
文
も
、
無
視
・
省
略
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
こ

の
文
を
、
観
の
対
象
の
ま
と
め
と
し
て
「（
光
明
・
相
好
・
化
身
の
数
量
が
）
多

い
こ
と
を
顕
す
」
文
で
あ
る
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（「
①
廣
辨

相
」

は
観
相
を
説
く
こ
と
か
ら
も
）
と
り
あ
え
ず
広
義
的
な
意
味
で
〔
結
〕
と
な
る

よ
う
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
の
文
を

何
が
何
で
も
「
結
」
と
し
た
か
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
に
続
く
「
其
光
明
相
好
及

與
以
化
身
不
可
具
説
」
も
何
ら
か
の
形
で
「
結
」
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の

一
一

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
三
十
八
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）



で
、
こ
の
よ
う
に
少
し
不
自
然
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

続
い
て
〔
勧
〕
に
相
当
す
る
経
文
と
そ
の
釈
は
、「「
但
當
憶
」
等
是
勸
辭

也
。」
で
あ
る
。
慧
遠
は
「
ま
さ
に
憶
〔
念
観
〕
想
を
し
て
、
心
の
眼
で
見
な
さ

い
。」
の
文
を
、
観
想
念
仏
者
が
こ
の
よ
う
に
行
ず
る
こ
と
を
勧
め
る
文
章
で
あ

る
と
解
し
て
、〔
勧
〕
と
位
置
づ
け
た
よ
う
で
あ
る
。

9
）『
正
蔵
』
三
七
、
一
七
三
頁
、
上
段

10
）『
正
蔵
』
三
七
、
一
七
三
頁
、
中
段

11
）『
正
蔵
』
三
七
、
一
七
三
頁
、
下
段

12
）「
十
三
観
」
釈
に
お
け
る
「
観
察
を
勧
む
」「
観
の
利
益
」
等
の
表
現
一
覧

・
第
一
、
日
観

「
一
總
勸

」「
當
起
想
下
正
教

察
」

（『
正
蔵
』
三
七
、
一
七
九
頁
、
中
段
）

・
第
三
、
地
観

「
四
若

下
明

利
益
」

（『
正
蔵
』
三
七
、
一
七
九
頁
、
中
段
）

・
第
六
、
惣
観

「
三
明

益
」

（『
正
蔵
』
三
七
、
一
七
九
頁
、
下
段
）

・
第
七
、
華
坐
観

「
五
此
想
成
下
明

利
益
」

（『
正
蔵
』
三
七
、
一
八
〇
頁
、
上
段
）

・
第
八
、
像
観

「
四
作
是
下
明

利
益
」「
佛
像

中
先
勸

佛
」「
三

是
故
應
當
一
心
念
下
結
勸

察
」

「
自
下
第
三
結
勸

察
」「
上
勸

佛
為
像
所
表
」「
想

彼
佛
者
先
想
像
下
正
勸

像
」

（『
正
蔵
』
三
七
、
一
八
〇
頁
、
上
〜
中
段
）

・
第
十
、
観
音
観

「
四
佛
告
下
明

利
益
」

（『
正
蔵
』
三
七
、
一
八
一
頁
、
中
段
）

・
第
十
一
、
勢
至
観

「
四
除
無
數
下
明

利
益
」

（『
正
蔵
』
三
七
、
一
八
一
頁
、
中
段
）

・
第
十
二
、
自
往
生
観

「
五
明

益
」

（『
正
蔵
』
三
七
、
一
八
一
頁
、
下
段
）

・
第
十
三
、
雑
仏
菩
薩
観
「
一
正
教

察
丈
六
之
像
在
池
水
上
」「
四
但
想
下
明

多
益
勸
人

察
」（『

正
蔵
』
三
七
、
一
八
一
頁
、
中
段
）

13
）『
正
蔵
』
一
二
、
三
四
三
頁
、
下
段

14
）『
正
蔵
』
三
七
、
一
八
〇
頁
、
下
段

15
）
慧
遠
は
「
無
縁
慈
摂
取
文
」
解
釈
に
お
い
て
「
慈
悲
の
三
縁
」
を
説
く
。「
慈
悲

の
三
縁
」
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
る
。

16
）
慧
遠
が
「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」
の
文
を
引
用
し
な
か
っ
た
の
は
、
次
の

理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」

の
文
は
、
本
来
な
ら
ば
『
観
経
』
の
「
一
一
好
各
有

八
萬
四
千
光
明

」
に
続

く
文
章
で
あ
る
の
で
、「
①
廣
辨
観
相
」
の
構
成
面
か
ら
す
る
と
「
光
の
多
少
」

に
付
属
す
る
は
ず
で
あ
る
（〔
資
料
〕
傍
線
部
２
）。
だ
が
『
観
経
』
が
説
く
と

こ
ろ
の
「
一
一
光
明
徧
照
十
方
世
界
」
は
、
光
明
が
照
ら
す
範
囲
を
示
す
文
で

あ
る
。
た
だ
で
さ
え
、
慧
遠
は
「
光
明
」
そ
の
も
の
を
重
視
せ
ず
本
文
に
お
い

て
深
く
言
及
を
し
て
い
な
い
の
に
、「
光
明
」
が
照
ら
す
範
囲
に
ま
で
あ
え
て
触

れ
る
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ
た
が
故
に
、
引
用
さ
え
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

17
）『
正
蔵
』
三
七
、
一
七
三
頁
、
下
段

（
い
と
う

え
り

文
学
研
究
科
浄
土
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導：

藤
本

淨
彦

教
授
）

二
〇
〇
九
年
九
月
二
十
八
日
受
理

一
二

浄
影
寺
慧
遠
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
「
第
九
仏
身
観
」
に
お
け
る
「
光
明
摂
取
文
」
釈
の
特
殊
性

（
伊
藤
瑛
梨
）




